
- 1 -

宮崎県ぶり稚魚漁業許可の取扱方針

漁業法第57条第１項の農林水産省令（以下「省令」という ）で定める中型まき網漁業。

（ぶりの稚魚（体長15センチメートル以下のぶりをいう。以下同じ ）をとることを目的。

とするものに限る ）及び宮崎県漁業調整規則（以下「規則」という ）第４条第１項第。 。

（ 「 」 。） （ 「 」１号のぶり稚魚漁業 以下 対象漁業 という の許可及び起業の認可 以下 許可等

という ）については、規則に定めるもののほか、この方針の定めるところによる。。

（許可等の制限措置及び条件）

第１ 知事は、規則第11条第１項及び第13条第１項の規定により、対象漁業に係る許可

等の制限措置及び条件について別表１に定める。

２ 知事は、別表の許可等をすべき船舶等の数を、令和3年度ぶり養殖関係県担当者会議

での合意事項に基づき、平成11年度の本県の実操業隻数120を超えない範囲で定める。

（許可等の有効期間）

第２ 対象漁業の許可の有効期間は、規則第15条第１項及び第２項の規定により、別表

に定める漁業時期と同一とする。

２ 対象漁業の起業の認可の有効期間は、前項の規定による許可の有効期間の満了の日

までを限度とする。

（継続の許可等）

、 。第３ 対象漁業は 規則第14条第１項第１号及び第４号の継続の許可等の対象としない

（許可等の基準）

第４ 規則第11条第５項の許可等の基準は、協会の推薦を受けた者の申請を優先する。

２ 前項の規定又は協会の推薦がない者の申請において同順位が複数の場合は、次の

（１）から（４）の順序で優先し、さらに同順位の場合は同順位となった申請につい

て公正な方法でくじを行い許可等をする者を定める。

（１）前年度に対象漁業の許可を受け、かつ、対象漁業に係る採捕実績を有する者の申

請

（ ） 、 、 、２ 前年度に対象漁業の許可を受け かつ 対象漁業に係る採捕実績を有する者から

その事業の全部を承継した者の申請

（３）知事に当該年度のぶりの稚魚の出荷計画を提出した県内に住所を有する沿海漁業

協同組合に所属する者の申請

（４）上記以外の申請

、 、 。３ 前項の規定にかかわらず 次の各号のいずれかに該当する場合は 許可等をしない

（１）規則第９条第１項各号のいずれかに該当する場合

（２）許可等を申請した者が漁業関係法令に違反し、懲役又は罰金の刑に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から１年を経過し
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ない場合

（変更の許可の基準）

第５ 規則第16条の規定による変更の許可は、別表で定める制限措置のうち、船舶の総

、 。トン数又は推進機関の馬力数に係る変更のみ認め その規定の範囲内で変更を認める

（許可等の効力の停止）

第６ 知事は、許可等を受けた者の漁獲尾数の合計が国が別途定める「ぶり養殖用種苗

の採捕・養殖・需給計画」の計画数量に達するか、又は達するおそれが著しく大きい

と認めるときは、規則第23条第１項の規定により、許可等の効力の停止を指示するも

のとする。

２ 前項の場合において、知事は、公益上緊急に許可等の効力の停止をする必要がある

ときは、行政手続法第13条第２項の規定により、規則第23条第２項において準用する

規則第22条第３項の聴聞を省略することができる。

（資源管理の状況等の報告）

第７ 規則第21条の規定による報告は、宮崎県漁業許可の事務取扱要領（以下「要領」

という ）第５に定めるとおりとする。。

（申請事務等の手続）

第８ 申請の経由機関、申請書の様式、添付書類等については、要領に定めるもののほ

か、第４の２の（２）に該当する申請であって親子間の承継による場合は、戸籍謄本

を添付しなければならない。

附 則

この方針は、令和４年１月28日から施行する。



別表 中型まき網漁業（ぶりの稚魚をとることを目的とするものに限る ）及びぶり稚魚漁業に係る制限措置及び条件。

① 中型まき網漁業（ぶりの稚魚をとることを目的とするものに限る ）。

制限措置

漁業種類 船舶の 推進機関の 操業区域 漁業時期 漁業を営む 許可又は起業の認可 許可等の条件
総トン数 馬力数 者の資格 をすべき船舶等の数

中型まき 5トン以上40トン 申請のあっ 宮崎県沖合 別途公示 宮崎県の漁船原簿 別途公示 1)ぶりの稚魚以外の水産動植物を採捕してはならない。
網漁業 未満の範囲内に た推進機関 の海域 に登録された漁船 2)使用する網の目合は15センチメートルにつき26節以下の太目とする。
(ぶり稚 おいて申請のあ の馬力数 を使用する者(以 3)操業中は知事が交付した標旗を掲げなければならない。
魚) った船舶の総ト 下「漁船使用者」 4)許可の有効期間が終了したとき、許可が取り消されたとき又は許可の効力の停

ン数 という。)。ただ 止を命じられたときは、知事が交付した標旗を速やかに返納しなければならな
し、起業認可の申 い。
請に限って、宮崎
県の漁船原簿に登
録を予定している
漁船を使用する者
（以下「漁船使用

」 。）予定者 という
も含む。

② ぶり稚魚漁業

制限措置

漁業種類 船舶の 推進機関の 操業区域 漁業時期 漁業を営む 許可又は起業の認可 許可等の条件
総トン数 馬力数 者の資格 をすべき船舶等の数

小型まき 5トン未満の範囲 申請のあっ 宮崎県沖合 別途公示 漁船使用者。ただ 別途公示 1)ぶりの稚魚以外の水産動植物を採捕してはならない。
網漁業 において申請の た推進機関 の海域 し、起業認可の申 2)使用する網の目合は15センチメートルにつき26節以下の太目とする。

あった船舶の総 の馬力数 請に限って、漁船 3)操業中は知事が交付した標旗を掲げなければならない。
トン数 使用予定者も含 4)許可の有効期間が終了したとき、許可が取り消されたとき又は許可の効力の停

む。 止を命じられたときは、知事が交付した標旗を速やかに返納しなければならな
機船船び 5トン以上20トン い。
き網漁業 未満の範囲にお

いて申請のあっ
た総トン数

小型まき 5トン未満の範囲
網及び小 において申請の
型機船船 あった船舶の総
びき網漁 トン数
業


